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医療法人 足利中央病院 
令和 7 年 12 月１日改定 

診療科目 

内科 循環器内科 人工透析内科 消化器内科 整形外科 皮膚科 神経内科  
 

病院指定事項  

保健医療機関：当院は厚生労働大臣が定める基準による看護を行っている医療機関です。 

労災法指定医療機関 指定自立支援医療機関（腎臓に関する医療）（障害者自立支援法の規定） 

生活保護法指定医療機関 結核指定医療機関 難病指定医療機関 医療措置協定（感染症） 

 

診療受付時間及び診療時間 

平日  ８時４５分～１１時４５分       平日  ９時００分～１２時００分 

    １３時４５分～１６時３０分          １４時００分～１６時４５分 

土曜   ８時４５分～１１時４５分       土曜  ９時００分～１２時００分 

 

休診日 

第２・４土曜日、土曜日午後、日曜日、祝日、年末年始 

 

入院病床 

届出病床：７８床 

 

足利中央病院届出施設基準 令和 7 年 12 月１日現在 

基本診療料に係る施設基準 

２階病棟 地域一般入院料３ 

看護補助加算１ 

 ３階病棟 療養病棟入院基本料１ 

告示注１１ 経腸栄養管理加算 

看護配置加算 

 感染対策向上加算３ 

告示注３ 連携強化加算 

 後発医薬品使用体制加算 3 

特掲診療料に係る施設基準 

 医療機器安全管理料１ 

 在宅持続陽圧呼吸療法指導料の注２に掲げる遠隔モニタリング加算 

 検体検査管理加算（Ⅰ） 

 検体検査管理加算（Ⅱ） 
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 ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 

人工腎臓（慢性維持透析を行った場合１） 

人工腎臓（慢性維持透析を行った場合１）に係る導入期加算１ 

透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 

人工腎臓（慢性維持透析を行った場合１）に係る下肢末梢動脈疾患指導管理加算 

ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 

胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔内下胃瘻造設術を含む） 

※ 医科点数表第２章第１０部手術の通則の１６に掲げる手術 

入院時食事療養費：入院時食事療養（Ⅰ）・入院時生活療養（Ⅰ） 

外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ 

入院ベースアップ評価料（２７） 

薬剤管理指導料 

酸素の購入価格の届出 

 

院内管理委員会等設置状況 

医療安全管理委員会 院内感染対策委員会 褥瘡対策委員会 給食運営委員会(栄養管理体制) 

身体的拘束最小化チーム 臨床検査適正化委員会 輸血療法委員会 患者サービス向上委員会 

薬事委員会 医療機器安全管理委員会（透析機器・透析液水質管理を含む） 

安全衛生委員会（医師看護師処遇改善対策を含む） 

 

入院に関するお知らせ事項 

看護職員配置について 

【２階一般病棟 地域一般入院料３（許可病床：３３床）】 

看護職員配置：1 日に８人（看護師及び准看護師）が勤務しています。尚、時間帯毎の配置は次

の通りです。 

●８時３０分～１７時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１３人以内です。 

●１７時～翌日８時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１９人以内です。 

●また７時から１９時までの時間帯は身支度や食事等のお世話をさせていただく看護要員３名が

勤務しています。 

【３階療養病棟 療養病棟入院基本料１（許可病床：４５床）】 

 看護職員配置：１日に７人（看護師及び准看護師）が勤務しています。尚、時間帯毎の配置は次

の通りです。 

●８時３０分～１７時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１２人以内です。 

●１７時～翌日８時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は４５人以内です。 

●また７時から１９時までの時間帯は身支度や食事等のお世話をさせていただく看護要員７名が

勤務しています。 
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食事サービスについて 

当院では入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士または栄養士によって管理され

た食事を、適時（夕食については１８時以降）、適温にて提供しております。 

 

選定療養費に関する事項 

２階一般病棟 

平成１４年４月１日の診療報酬改定により、同じ症状で病院（診療所）に通算１８０日（６ヶ

月）を超えて入院されている患者様（精神科等を除く）は、これまでの一部負担金以外に入院医療

費（入院基本点数）の１５％を自己負担していただくことが国の法律で定められました。 

（「健康保険法第４３条２項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養」平成１４年３月８日） 

☐ ⾧期１８０日（６ヶ月）超え自己負担金 

地域一般入院基本料３  １日につき１，５００円（税込） 

☐ １８０日を超える場合と対象外になる場合 

 病院（診療所）を退院された後、別の病気で入院したり、３か月間以上病院（診療所）に

入院しなかった場合や介護老人福祉施設、介護医療院等に入所されていた場合は通算され

ず、次の入院の時から新たに入院期間を計算します。 

☐ 正確な入院履歴の申告の損失費用の請求について 

 この制度では、患者様は入院時にご自分の入院履歴を正確に病院に申告することが義務づ

けられており、入院履歴等については虚偽の申告を行った場合には、それに発生する選定療

養費については、後日 費用の徴収が行われる可能性があります。 

 

明細書発行状況に関する事項 

 当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的にしていく観点から、平成３０年４月１

日より、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと

致しました。 

 また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成３０年４月１日よ

り、明細書を無料で発行することと致しました。 

 なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、 そ

の点を御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明

細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。 
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入院時食事療養費 
※令和 7 年 4 月 1 日から標準負担額が変更になります。 

所得区分 標準負担額 

現役並み所得者 及び 一般Ⅱ・Ⅰ 
５１０円 

（注 1） 

住民税

非課税

世帯 

低所得者Ⅱ 

（区分Ⅱ） 

（注 2） 

過去１２か月で ９０日以内の入院 ２４０円 

過去１２か月で ９０日を超える入院 

（注 3） 
１９０円 

低所得者Ⅰ（区分Ⅰ）（注 2） １１０円 

（注 1） 指定難病の人などは３００円です。 

（注 2） 低所得者Ⅱ・Ⅰ（区分Ⅱ・Ⅰ）の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付をお住まい

の市町村の担当窓口で申請してください。当認定証を医療機関の窓口に提示することで、食事代の

請求額が減額されます。 

（注 3） 「限度額適用・標準負担額減額認定証（区分Ⅱ）」を既にお持ちであっても、別途申請し、認定を

受ける必要があります。 

 

入院時生活療養費 

【食費・居住費の標準負担額】令和 7 年 4 月 1 日から 

所得区分 １食あたりの 食費 
１日あたりの 居住費 

（注 5） 

現役並み所得者 及び 一般Ⅱ・Ⅰ 
５１０円  

（注 1）（注 2） 
３７０円 

低所得者Ⅱ （区分Ⅱ） 
２４０円  
（注 3） 

３７０円 

低所得者Ⅰ （区分Ⅰ） 
１４０円  

（注 4） 
３７０円 

 
老齢福祉 

年金受給者 
１１０円 ０円 

（注 1） 一部医療機関では４７０円の場合もあります。 
（注 2） 指定難病の人などは３００円です。 
（注 3） 所得区分が「低所得者Ⅱ（過去１２か月で９０日※２を超える入院）」であり、入院医療の必要性

が高い人（人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人など）の食事代は１食１９０円です。 
（注 4） 入院医療の必要性が高い人（人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人など）の食事代は１食

１１０円です。 
（注 5） 指定難病の人などの居住費は０円です。 


